
赤穂市告示第３２号 

 

赤穂市中広東沖土地区画整理組合を設立しようとする者から、土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第１９条第１項の規定による施行地区となるべき区域の公告の申請があったので、

同条第２項の規定により下記のとおり公告する。 

なお、同法施行令（昭和３０年政令第４７号）第６８条の規定により当該区域を表示する図面

を本市建設部区画整理課において本日から２週間縦覧に供するため、当該区域内の宅地について

未登記の借地権を有する者は、本日から１月以内に本職に対し、その借地権の目的となっている

宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、同法施行規則（昭和３０年建設

省令第５号）で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告すること。 

    

令和８年６月８日 

 

 

赤穂市長  牟  禮  正  稔     

 

記 

 

施行地区となるべき区域 

町  名 地  番 

赤穂市中広字東沖 

１４２８番１、１４２８番２、１４２９番１、１４２９番２、 

１４３０番、１４３１番１、１４５９番１、１４５９番２、 

１４６０番、１４６１番１、１４６１番２、１４７３番、 

１４７４番１、１４７４番２、１４７５番、１４７６番１、 

１４７６番２、１５１１番１、１５１１番２、１５１２番、 

１５１３番１、１５１３番２、１５１３番３、１５１４番１、 

１５１４番２、１５２４番１、１５２４番２、１５２５番１、 

１５２５番２、１５２６番１、１５２６番２、１５２７番、 

１５２８番１、１５２８番２、１５２９番１、１５２９番２、 

１５３０番、１５３１番１、１５６６番１、１５６６番２、 

１５６７番、１５６８番、１５６９番、１５７０番１、 

１５７０番２ 

 


